
平成２５年３月２８日（木） 

流山市福祉施策審議会資料 

 

平 成 2 5 年 度 福 祉 施 策 審 議 会 諮 問 予 定 項 目  

 

 「 流 山 市 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 行 動 計 画 の 策 定 に つ い て 」  

 

[概 要 ]  

 平 成 ２ ４ 年 ５ 月 １ １ 日 付 で 「 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措

置 法 」 の 公 布 が さ れ ま し た 。  

特 別 措 置 法 を 受 け 、 市 町 村 に お い て も 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊

急 事 態 宣 言 が 発 令 さ れ た と き に は 、 市 町 村 長 は 直 ち に 市 町 村 対 策

本 部 を 設 置 す る こ と と な っ て お り 、 ３ 月 議 会 に 流 山 市 新 型 イ ン フ

ル エ ン ザ 等 対 策 本 部 条 例 」 を 上 程 し 可 決 さ れ ま し た 。  

 

ま た 現 在 、 国 に お い て 政 府 行 動 計 画 、 ガ イ ド ラ イ ン を 示 す た め

の 有 識 者 会 議 が 開 催 さ れ て お り 、今 後 は 政 府 行 動 計 画 等 が 示 さ れ 、

千 葉 県 が 行 動 計 画 を 作 成 し 、 そ の 後 、 市 町 村 に お い て 当 該 対 策 行

動 計 画 の 作 成 を 行 っ て い く こ と と な り ま す 。  

 

市 町 村 行 動 計 画 に 盛 り 込 む 内 容 と し ま し て は 、 新 型 イ ン フ ル エ

ン ザ 等 に 関 す る「 対 策 を 実 施 す る た め の 体 制 や 関 係 機 関 と の 連 携 」、

「 情 報 の 事 業 者 及 び 住 民 へ の 適 切 な 提 供 方 法 」、「 予 防 接 種 の 実 施

そ の 他 の 蔓 延 の 防 止 に 関 す る 措 置 」、「 生 活 環 境 の 保 全 そ の 他 の 住

民 の 生 活 及 び 地 域 経 済 の 安 定 に 関 す る 措 置 」 等 で す 。  

 

[ス ケ ジ ュ ー ル ]  

行 動 計 画 策 定 時 期 に つ い て は 、 現 在 策 定 中 の 国 及 び 県 に よ る 行

動 計 画 等 を 受 け 、 流 山 市 で は 、 市 民 参 加 条 例 に 基 づ く パ ブ リ ッ ク

コ メ ン ト 及 び 、 本 審 議 会 の ご 審 議 を い た だ く 予 定 で あ り ま す 。  

  


